
 



建築基準法第52条第8項説明図 
 

②敷地面積の規模 
 １，０００㎡以上 

④指定容積率の 1.3 倍までとする

Vr＝３Vc÷(３－R)、ただし Vr≦1.3Vc 
Vr：割増後の容積率の数値 

 Vc：都市計画で定められた容積率の数値 

 R ：対象建築物全体の延べ面積に占める， 

住宅用途部分の床面積の割合 

③空地の規模 建ぺい率の最高限度 ８０％の場合 ４０％の空地必要 

               １００％の場合 ２０％の空地必要 

 (道路に接して有効な空地を空地の１／２以上設ける) 

①区域 
防火地域・ 
準防火地域内の 
 商業地域 

注意）第５２条第２項のチェック    道路幅員による検討）前面道路幅員が１２ｍ未満の場合, 

                                       容積率＝道路幅員（ｍ）×０．6 倍 との 小さい方 で決まる 

施行期日：平成２０年１月１日 

（和歌山市）

一定規模以上の敷地の確保 

住宅系建築物の容積率緩和

容積率の緩和 指定容積率の 1.5 倍以下で、住宅の 

割合に応じて算定した数値以内 

道路側を中心に一定規模以上の空地を確保 

① 

② 

③

④ 

区域の指定 



Vr Vr
1.50 1.50

1.48 1.48

1.46 1.46

1.44 1.44

1.42 1.42

1.40 1.40

1.38 1.38

1.36 1.36 Ｖｃ＝６００％の地域 Ｖｃ＝４００％の地域

1.34 1.34 容積率 道路幅員 容積率 道路幅員

1.32 1.32 １２ｍ 8.67 m

1.30 1.30 780% 以上 520% 以上

1.28 1.28 768% 512% 8.53 m

1.26 1.26 756% 504% 8.40 m

1.24 1.24 744% 496% 8.27 m

1.22 1.22 732% 488% 8.13 m

1.20 1.20 720% １２ｍ 480% 8.00 m

1.18 1.18 708% 11.8 m 472% 7.87 m

1.16 1.16 696% 11.6 m 464% 7.73 m

1.14 1.14 684% 11.4 m 456% 7.60 m

1.12 1.12 672% 11.2 m 448% 7.47 m

1.10 1.10 660% 11.0 m 440% 7.33 m

1.08 1.08 648% 10.8 m 432% 7.20 m

1.06 1.06 636% 10.6 m 424% 7.07 m

1.04 1.04 624% 10.4 m 416% 6.93 m

1.02 1.02 612% 10.2 m 408% 6.80 m

1.00 1.00 600% １０ｍ 400% 6.67 m

R 0.00 0.05 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70 0.75 0.80 0.85 0.90 0.95 1.00

Vr：52条8項の政令で定める数値（和歌山市）

１２ｍ
以上

第５２条２項のチェック
（道路幅員による検討）

前面道路の幅員が１２ｍ未満
の場合　容積率＝Vr　の値と
容積率＝道路幅員（ｍ）×
０．６倍　　との小さい方で
決まる
(Vr：割増後の容積率の数値)

R ：対象建築物全体の延べ面積に占める，

                   住宅用途部分の床面積の割合

Vr＝３Vc／(３－R)、ただしVr
≦1.3Vc
Vr：割増後の容積率の数値

Vc：都市計画で定められた容積率の数値

　Ｖｒ＝３Ｖｃ／（３－Ｒ）
　Ｖｒ：建築基準法第５２条第８項
　　　　　　　の政令で定める数値

１．３倍のテーブル
Ｖｒ＝１．３Vc

住居系
１０F

非住居
系　３F

住居系
７F

非住居
系　３F

住居系
１０F

住居系
３F

住居系
１０F

R：延べ面積の住宅
の占める割合  R=0

R：延べ面積の住宅の
占める割合　R=0.7

R：延べ面積の住宅の占める
割合　R=1.0

非住居
系
１０F



建築基準法第５２条第８項第２号に規定する空地に関する和歌山市取扱基準 
 

（目的） 
第１ 本基準は、建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下｢法｣という。）第５２条第８項の

規定の運用にあたり、同項第２号に規定する空地の取扱いについて、その基準を定めること

を目的とする。 
 
（運用） 
第２ 本基準の運用にあたっては、良好な市街地環境が維持されるよう空地を確保することに留

意しなければならない。 
 
（有効な部分） 
第３ 法第５２条第８項第２号に規定する空地について、道路に接して有効な部分は、次の各号

に該当するものとする。 
 一 道路に面していること。 
 二 敷地の奥行きの２分の１の範囲内にあること。 
 三 道路境界線から２ｍ以上、隣地境界線からに４ｍ以上の幅を有すること。 
 四 第４に定める有効性の基準に適合すること。 
 
（有効性の基準） 
第４ 第３第四号の有効性の基準は、次の各号に定めるものとする。 
 一 工作物の設置により道路からの見通しが妨げられないこと。 
 二 道路に沿って門又は塀を設ける場合は、道路境界線から２ｍ以上後退するものとし、道路

の中心からの高さ（以下｢道路からの高さ｣という。）が２ｍ以下（道路からの高さが１．２ｍ

を超えるものにあっては、当該１．２ｍを超える部分が網状その他これらに類する形状で、

道路からの見通しが妨げられないものに限る。）であること。 
 三 道路に沿って擁壁を設ける場合は、道路からの高さが１．２ｍ以下であること。 
 
（面積の算定） 
第５ 面積の算定は、次による。 
 一 法第５２条第８項第２号に規定する空地の面積は、敷地面積から建築物（建築面積に算入

されない建築物又はその部分を含む。）の水平投影面積及び工作物に覆われている部分を差し

引いて算定するものとする。 
 二 道路に接して有効な部分の面積は、工作物等が存する部分とこれらが存することにより有

効性が損なわれる部分の面積は、算入しないものとする。 
 
 
附則 
 本基準は、平成２０年１月１日より施行する。 
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